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規 則

高知県国民生活安定緊急措置法に規定する証明書に関する規則

の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 7年 7月 8日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第62号

高知県国民生活安定緊急措置法に規定する証明書に関す

る規則の一部を改正する規則

高知県国民生活安定緊急措置法に規定する証明書に関する規則

（令和 2年高知県規則第61号）の一部を次のように改正する。

本則中「第 4条第 1項第 2号及び第 3号」を「第 6条第 1項第

2号及び第 3号」に改める。

別記様式を次のように改める。
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別別記記様様式式

備考 １ 写真の大きさは、縦４センチメートル、横３センチメートルとする。
２ この身分証明書を紛失し、又はこの身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、直ちに所属長
に報告しなければならない。
３ この身分証明書は、転任し、又は退職したときは、直ちに返納しなければならない。

（裏面）

第 号

身分証明書

所属

職名

氏名

年 月 日生

有効期限 年 月 日

上記の者は、国民生活安定緊急措置法第33条第１項並びに国

民生活安定緊急措置法施行令第６条第１項第２号及び第３号の

規定により同法第30条第１項の規定に基づく立入検査又は質問

をする職員であることを証明します。

年 月 日発行

高知県知事 □印

国民生活安定緊急措置法（抜粋）
（立入検査等）
第第3300条条 主務大臣は、第６条、第７条及び第11条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定物資を販
売する者に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場
に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
２・３ 略
４ 第１項の規定により立入検査若しくは質問をする職員又は前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書
を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
５ 第１項から第３項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
（地方公共団体が処理する事務等）
第第3333条条 この法律による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができ
る。
２ 略
（罰則）
第第3344条条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。
(１) 略
(２) 第30条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(３) 略
第第3366条条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前２条の違反行為
をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

国民生活安定緊急措置法施行令（抜粋）
（地方公共団体が処理する事務等）
第第６６条条 法第６条第２項及び第３項並びに第７条の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る法第30条第１項の規定に基
づく主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、主務大臣が同
項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
(１) 略
(２) 指定物資を販売する者（小売業を行う者を除く。）で、その事業場が１の都道府県の区域内のみに設置されているもの
（前号に規定する者を除く。）に関するもの 当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事
(３) 指定物資の小売業を行う者に関するもの その事業場の所在地を管轄する都道府県知事（その事業場が指定都市の区域内
に設置されている場合にあつては、当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長）

２ 略
３ 第１項本文の場合においては、法及びこの政令中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は
指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
４ 略

9.0センチメートル

6.0セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

写真貼り付け箇所

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
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高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

令和 7年 7月 8日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第63号

高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成 2年高知県規則第16号）の

一部を次のように改正する。

別表第 2定量分析の項中

に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

分析結果に基づく算出

1試料

1試料

1試料

「

「

を

」

」

過酸化水素分析

過酸化水素分析

5,720円

5,720円

1成分につき360円

告 示

高知県告示第472号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の 2 及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30号）

第14条第 4項においてその例によるものとされた生活保護法第50

条の 2の規定により、指定医療機関の事業の廃止について次のと

おり届出があった。

　　令和 7年 7月 8日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　濵田　省司

医療機関の名称　医 療 機 関 の 所 在 地　廃止年月日

新 町 歯 科　吾川郡いの町新町59　港南ビル　令 6・ 8・26

　　　　　　　　 2Ｆ

有限会社あき薬　安芸市矢ノ丸四丁目 2－31　　　〃　　10・31

局えきまえ店

小谷歯科診療所　幡多郡黒潮町上川口877　　　 　〃　　12・23

株式会社ファム　香南市野市町西野1900－ 5　　　〃　　〃　28

コファムコやま　

もも薬局

有限会社あき薬　安芸市寿町 7番30号　　　　　　〃　　〃　31

局本店

有限会社あき薬　安芸市宝永町 8－15　　　　　　〃　　〃　〃

局

西川歯科診療所　南国市物部1512番地　　　　　　令 7・ 5・20

高知県告示第473号

令和 7 年 5 月高知県告示第355号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を四万十市役所に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年 7月 8日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

渡辺　新蔵

( 2 )ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

中山　文太郎

( 3 )ア　登記簿記載の住所

中村市勝間
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イ　氏名

繋場　ツヤ

( 4 )ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

土岐　多次

( 5 )ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

竹内　喜太郎

( 6 )ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

永野　吉平

( 7 )ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

中山　岩次

( 8 )ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

永野　仁太郎

( 9 )ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

中山　栄助

(10)ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

中山　嘉蔵

(11)ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

中山　三津次

(12)ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

三好　瑞道

(13)ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

畦地　弘太郎

(14)ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

畦地　覚太郎

(15)ア　登記簿記載の住所

中村市勝間

イ　氏名

竹内　理之助

(16)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間1361番地

イ　氏名

　　　　中山　兼一

(17)ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市中村1593番地

イ　氏名

　　　　中島　兼喜代

(18)ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市勝間1213番地

イ　氏名

　　　　土岐　藤馬

(19)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡西土佐村奥屋内官有無地番

イ　氏名

　　　　永野　保視

(20)ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市勝間66番地

イ　氏名

　　　　竹内　重義

(21)ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市勝間450番地

イ　氏名

　　　　田辺　長馬

(22)ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市勝間1031番地

イ　氏名

　　　　兼松　嘉七

(23)ア　登記簿記載の住所

　　　　兵庫県川西市久代二丁目 8番地21号

イ　氏名

　　　　三好　末広

(24)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間50番屋敷

イ　氏名

　　　　永野　仁太郎

(25)ア　登記簿記載の住所

　　　　大阪府岸和田市池尻町395番地

イ　氏名

　　　　中山　義夫

(26)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間

イ　氏名

　　　　三好　寅治

(27)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間1330番地

イ　氏名

　　　　永野　竹治

(28)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間1365番地

イ　氏名

　　　　三好　伝太郎

(29)ア　登記簿記載の住所

　　　　四万十市勝間1376番地

イ　氏名

　　　　竹内　佐代子

(30)ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市勝間1359番地

イ　氏名

　　　　中山　熊市

(31)ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市勝間48番屋敷

イ　氏名

　　　　谷岡　源太郎

(32)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間1565番地

イ　氏名

　　　　植田　徳寿

(33)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間1566番地

イ　氏名

　　　　植田　徳寿

(34)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間1038番地

イ　氏名

　　　　植田　謙吉

(35)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間16番屋敷

イ　氏名

　　　　佐竹　重太郎

(36)ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市勝間1268番地

イ　氏名

　　　　谷岡　一広

(37)ア　登記簿記載の住所



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
1
0
7
5
1
号

令
和

7
年

7
月

8
日
（
火
曜
日
）
　

55

　　　　幡多郡大川筋村勝間1213番地

イ　氏名

　　　　土岐　小松

(38)ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市勝間1269番地

イ　氏名

　　　　谷岡　久野

(39)ア　登記簿記載の住所

　　　　大阪府大東市諸福六丁目11番21号

イ　氏名

　　　　山崎　昌生

(40)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間1230番地

イ　氏名

　　　　山崎　弁一

(41)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間44番屋敷

イ　氏名

　　　　土岐　小松

(42)ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市勝間1213番地

イ　氏名

　　　　土岐　藤男

(43)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大川筋村勝間48番地

イ　氏名

　　　　原田　辰次郎

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

四万十市勝間字サカリノ山1631の 1、1631の 2、字ザレガ

峠1635、字ツルタニ山1604の 1 、1605の 1 、1606、1607、

1608の 1、1609の 1から1609の20まで、1609の26から1609の

37まで、1610の 1、1611の 1、1612の 1、1613、1614の 1、

1614の 2、字永野山1627の 1から1627の 7まで、1627の10、

1627の11、1628、1629、字笠松山1615の 1、1615の 2、1616

の 1、1617の 1、1617の 3から1617の 5まで、1617の 8から

1617の11まで、1618の 1 から1618の 4 まで、字足川日ノ平

1630、字足川影平1632の 1 から1632の 3 まで、1633の 6 、

1633の 7、1633の 9 、字力石山1593の 1から1593の21まで、

1594、1595、1596の 1、1596の 2、1597の 1から1597の 3ま

で、1598

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第474号

令和 7 年 5 月高知県告示第356号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を四万十市役所に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年 7月 8日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村常六340番イ号地

イ　氏名

　　　　友永　重子

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村常六18番屋敷

イ　氏名

　　　　敷地　庄太郎

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村常六467番 2号地

イ　氏名

　　　　友永　茂吉

( 4 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村常六364番地

イ　氏名

　　　　益岡　良信

( 5 )ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市具同1996番地32

イ　氏名

　　　　田辺　国仲

( 6 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村常六349番地

イ　氏名

　　　　益岡　政治

( 7 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村常六20番屋敷

イ　氏名

　　　　益岡　喜代次

( 8 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村常六21番屋敷

イ　氏名

　　　　友永　長藏

( 9 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村常六10番下 1番屋敷

イ　氏名

　　　　田辺　竹次郎

(10)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村片魚

イ　氏名

　　　　秋森　良道

(11)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村片魚793番地

イ　氏名

　　　　宮崎　伝

(12)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村片魚44番屋敷

イ　氏名

　　　　真屋　正三

(13)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村片魚776番地

イ　氏名

　　　　真屋　亀太郎

(14)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市東湊泉寺515番地26

イ　氏名

　　　　東　好男

(15)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村片魚57番屋敷

イ　氏名

　　　　岡　作次郎

(16)ア　登記簿記載の住所

　　　　住所なし

イ　氏名

　　　　幡多郡富山村片魚

(17)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村片魚705番地

イ　氏名

　　　　岡　利治

(18)ア　登記簿記載の住所

　　　　中村市片魚700番地

イ　氏名

　　　　敷地　正明

(19)ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡富山村片魚65番屋敷

イ　氏名

　　　　敷地　弘次

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

四万十市常六字ゴゼバイ791の 1、791の 3、791の 4、791

の 7 から791の16まで、791の24、791の26、791の27、791の
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29、791の30、791の33、791の46、791の52、791の55から791

の58まで、字マキマツ790の 1、790の 2、790の 6、790の13

から790の15まで、790の22から790の33まで、790の35、字山

ノ谷770の 1 、770の 3 、字千地下風768、字片魚サルバシリ

1645の 2から1645の 4まで、1645の 6、1645の 7、1645の10

から1645の18まで、字ニホンマツ1666の 1 から1666の26ま

で、1667、字ヲヲギノ577から582まで、1638の 1から1638の

21まで、字杓子森山1669の 1から1669の 4まで、1669の 5・

1669の 6 （以上 2 筆国有林）、字大森山686、688から692ま

で、1647の 1、1647の 6、1647の 8、1647の 9 、1647の11か

ら1647の15まで、1647の19・1647の20（以上 2筆国有林）

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第475号

令和 7 年 5 月高知県告示第358号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を四万十町役場に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年 7月 8日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大正町打井川101番地

イ　氏名

　　　　林　杉松

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　大阪府東大阪市小若江三丁目14番28号

イ　氏名

　　　　林　杉松

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市江ノ口相生町丑之助1666番地

イ　氏名

　　　　菅　長一郎

( 4 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大正町打井川101番地

イ　氏名

　　　　林　竹寅

( 5 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡窪川町本町 2番21号

イ　氏名

　　　　国広　正

( 6 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大正町打井川18番地 2

イ　氏名

　　　　宗崎　巌

( 7 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡大正村打井川30番地 2

イ　氏名

　　　　宗崎　政持

( 8 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡東上山村打井川30番屋敷

イ　氏名

　　　　敷地　喜代太

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

高岡郡四万十町打井川字ニッチ1609の 2 から1609の 4 ま

で、1609の 5（国有林）、1609の 6、1609の 7（国有林）、

1609の11、1609の12から1609の14（以上 3筆国有林）、1609

の15から1609の37まで、1609の38（国有林）、1609の39、字

市ノ又山671の 1、671の 2、1610（国有林）、1611の 1から

1611の 3まで、1611の 8、1611の10から1611の17まで、1611

の19、1611の24から1611の26まで、1611の28から1611の31ま

で、1611の33、1611の49から1611の51まで

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第476号

令和 7 年 5 月高知県告示第359号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を四万十町役場に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

令和 7年 7月 8日

高知県知事　濵田　省司

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　　　大阪府大東市三箇一丁目 8番20号

イ　氏名

　　　　林　寿広

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市長浜4964番地11

イ　氏名

　　　　社団法人生態系トラスト協会

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市介良乙2750番地 3

イ　氏名

　　　　田辺　富美子

( 4 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡十和村野々川42番地

イ　氏名

　　　　伊藤　梅子

( 5 )ア　登記簿記載の住所

　　　　幡多郡十和村野々川413番地19

イ　氏名

　　　　林　勲

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

高岡郡四万十町野々川字一本木413の 7から413の10まで、

413の15から413の18まで、413の21、413の23から413の26ま

で、字奥堂谷410の 7から410の10まで、410の13から410の33

まで

( 2 )　保安林として指定された目的

水源の涵
か ん

養

( 3 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第477号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

　その関係図面は、令和 7年 7月 8日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　令和 7年 7月 8日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　国道

2　路　線　名　493号

3　道路の区域

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

182
令和 7年 7月 8

日

安芸郡北川村二タ又字落合

中畝山357番 5から

安芸郡北川村弘瀬字土ケ尾

山226番 9 地先まで

高知県告示第478号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第 1 項第 5 号に規

定する道路として次のとおり指定する。

令和 7年 7月 8日
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高知県知事　濵田　省司

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定によ

り、安芸市川北江川土地改良区から次のとおり退任し、及び就任

した役員の届出があった。

令和 7年 7月 8日

高知県知事　濵田　省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

理事　　川谷　希明　安芸市川北乙1723番地22

〃　　　門脇　陽盛　〃　　〃　　1448番地 1

〃　　　川谷　成秀　〃　　〃　　190番地

〃　　　川谷　恭生　〃　　〃　　591番地

〃　　　川竹　一義　〃　　〃　　992番地

（就任）

理事　　中平　芳雄　安芸市川北乙699番地

〃　　　江川　俊一　〃　　〃　　200番地

〃　　　中平　裕雄　〃　　〃　　575番地

〃　　　中平　文子　〃　　〃　　886番地

〃　　　川竹　　司　〃　　〃　　1205番地 6

漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和25年法律第137号）

第39条の 2 第 4 項の規定に基づき、所有者不明の工作物又は船

舶、自動車その他の物件（以下「工作物等」という。）の措置を

次のとおり行う。

令和 7年 7月 8日

大島漁港漁港管理者　　　　　　

高知県知事　濵田　省司

1　工作物等の放置されている場所、名称又は種類、形状及び数

量

宿毛市大島　大島南物揚場水域

ＦＲＰ船 1 隻（船名及び船舶番号不明、船長5.60メート

ル、船幅1.80メートル）

2　所有者の行うべき措置

工作物等の所有者は、この公告の日から起算して30日以内に

大島漁港漁港管理者の指示に従い、当該工作物等を除却しなけ

ればならない。

3　漁港管理者の措置

大島漁港漁港管理者は、工作物等の所有者が 2の措置を行わ

ないときは、他に命じて当該工作物等を除却させ、漁港及び漁

場の整備等に関する法律第39条の 2第 5項の規定により、当該

工作物等を保管するものとする。

なお、保管後に工作物等の所有者が判明した場合は、同条第

10項の規定により、当該所有者に当該工作物等の除却及び保管

に要した費用を請求するものとする。

漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和25年法律第137号）

第39条の 2 第 4 項の規定に基づき、所有者不明の工作物又は船

舶、自動車その他の物件（以下「工作物等」という。）の措置を

次のとおり行う。

令和 7年 7月 8日

佐賀漁港漁港管理者　　　　　　

高知県知事　濵田　省司

1　工作物等の放置されている場所、名称又は種類、形状及び数

量

( 1 )　幡多郡黒潮町佐賀　 2号船揚場

ＦＲＰ船 1 隻（船名及び船舶番号不明、船長6.70メート

ル、船幅1.70メートル）

( 2 )　幡多郡黒潮町佐賀　 3号船揚場

ＦＲＰ船 1 隻（船名及び船舶番号不明、船長7.60メート

ル、船幅2.20メートル）

2　所有者の行うべき措置

工作物等の所有者は、この公告の日から起算して30日以内に

佐賀漁港漁港管理者の指示に従い、当該工作物等を除却しなけ

ればならない。

3　漁港管理者の措置

佐賀漁港漁港管理者は、工作物等の所有者が 2の措置を行わ

ないときは、他に命じて当該工作物等を除却させ、漁港及び漁

場の整備等に関する法律第39条の 2第 5項の規定により、当該

工作物等を保管するものとする。

なお、保管後に工作物等の所有者が判明した場合は、同条第

10項の規定により、当該所有者に当該工作物等の除却及び保管

に要した費用を請求するものとする。

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

令和 7年 7月 8日

高知県警察本部長　岩田　康弘

1　入札に付する事項

( 1 )　借入物品の名称及び数量

マイクロソフトボリュームライセンス　一式

( 2 )　借入物品の特質等

入札説明書による。

( 3 )　借入物品の借入期間

令和 7年11月 1日から令和13年10月31日まで

( 4 )　借入物品の借入場所

入札説明書による。

( 5 )　入札方法

ア　入札金額は、この入札公告に示した借入物品の借入期間

の賃貸借料の月額を入札書に記載すること。

イ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該

金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額

に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入

札書に記載すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　高知県における「令和 6年度～令和 8年度競争入札参

加資格者登録名簿（物品購入等関係）」に登録されている

者であること。

地　名

土佐市高岡

町字天神後

口

香南市野市

町西野字ヘ

ノ丸

地　番

乙2683番 5

乙2683番 4

乙2683番 4

地先水路

1176番 1

1176番17

1176番17地

先農道・水

路

1174番 3

1174番 2

1174番 2地

先農道・水

路

1167番 9 の

一部

幅　　員

(メートル)

4.90

4.45

6.00

4.91

6.00

5.81

6.00

備　　考
延　　　長

(メートル)

30.07

19.20

52.46

10.40

36.76

33.11

27.79
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( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　 4の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和 6

年度から令和 8年度までに県が発注する物品の購入又はサ

ービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加

者の資格等（令和 5 年 9 月高知県告示第638号。以下「告

示」という。）第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けていない者であること

又は告示第 1の 2の( 9 )に該当しない者であること。

( 5 )　入札説明書に示した借入物品の要求仕様に合致した物

品及び数量を確実に納入し得ることを証明し、かつ、契約

を完全に履行する業務の実施体制及び能力を備えている者

であること。

( 6 )　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手

続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）

に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこ

と。

( 7 )　( 1 )から( 6 )までに掲げるもののほか、入札説明書に

示した入札参加資格要件を満たす者であること。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合

わせ先

郵便番号780－8544

高知市丸ノ内二丁目 4番30号

高知県警察本部警務部会計課用度係

電話番号088－826－0110（内線2252）

( 2 )　入札説明書の交付方法

令和 7年 7月 8日（火）から同月30日（水）まで（日曜日

及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）第 3 条に規定する休日を除く。）の間に( 1 )の交付

場所で交付する。

( 3 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

令和 7年 8月20日（水）午後 1時30分

郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和 7年

8月19日（火）午後 5時までに( 1 )の入札説明書の交付場

所に必着すること。

イ　場所

高知市丸ノ内二丁目 4 番30号　高知県警察本部 1 階　

102会議室

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規

則」という。）第 9条、第10条、第39条及び第40条の規定に

よる。

( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した借入物品を納入することができることを証明する書類を

令和 7年 7月30日午後 5時までに 3の( 1 )の入札説明書の交

付場所に提出しなければならない。また、開札の日までの間

において、高知県警察本部長から当該書類に関し説明を求め

られた場合は、これに応じなければならない。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とす

る。

( 5 )　落札者の決定方法等

規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日

までの間に、告示第 1の 2の( 9 )に該当し、告示第 7の規定

により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第 1の 2

の( 9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないも

のとする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　資格審査に関する事項

2の( 2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この

一般競争入札に参加を希望するものは、高知県知事が定める

申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務セン

ターに提出すること。ただし、令和 7年 7月18日（金）午後

5時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る

入札参加資格が与えられない。また、同日までに申請を行っ

た場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に

係る入札参加資格が与えられないことがある。

なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札

の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するととも

に、当該事項を申し出ること。

( 9 )　関連情報を入手するための照会窓口

3の( 1 )に同じ。

(10)　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Nature and quantity of the products to be leased: 

Microsoft volume license 1 set

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. on Wednesday 30 

July 2025

( 3 )　Date and time for tender (by hand): 1:30 P.M. on 

Wednesday 20 August 2025

( 4 )　Date and time for tender (by registered mail): To 

arrive at the section noted in (5) by 5:00 P.M. on 

Tuesday 19 August 2025

( 5 )　Contact: Supplies Section, Accounting Division, 

Department of Police Administration, Kochi Prefectural 

Police Headquarters, 2-4-30 Marunouchi, Kochi City, 

Kochi 780-8544

Tel: 088-826-0110 (ext. 2252)

( 6 )　Others: As in the tender documentation

そ の 他

行政書士法（昭和26年法律第 4号）第 4条第 1項の規定に基づ

く高知県知事の委任に係る令和 7 年度行政書士試験（以下「試

験」という。）を次のとおり実施する。

令和 7年 7月 8日

一般財団法人行政書士試験研究センター理事長　望月　達史

1　試験日時

令和 7年11月 9 日（日）午後 1時から午後 4時まで

2　試験場所

高知市北端町100　高知中学高等学校

3　試験の科目及び方法

( 1 )　試験の科目

ア　行政書士の業務に関し必要な法令等（出題数46題）

憲法、行政法（行政法の一般的な法理論、行政手続法、

行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自

治法を中心とする。）、民法、商法及び基礎法学の中から

それぞれ出題し、法令については、令和 7年 4月 1日現在

施行されているものに関して出題する。

イ　行政書士の業務に関し必要な基礎知識（出題数14題）

一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する

諸法令、情報通信・個人情報保護及び文章理解の中からそ

れぞれ出題し、法令については、令和 7年 4月 1日現在施

行されているものに関して出題する。

( 2 )　試験の方法

ア　試験は、筆記試験による。

イ　出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」

は択一式及び記述式、「行政書士の業務に関し必要な基礎
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知識」は択一式による。

なお、記述式は、40字程度で記述するものを出題する。

4　受験手続

( 1 )　郵送による受験申込み

ア　受付期間

令和 7年 7月22日（火）から同年 8月18日（月）まで

イ　受付場所

一般財団法人行政書士試験研究センター試験課

受験願書及び試験案内が入っていた封筒を使用し、アの

受付期間内に郵便局の窓口で必ず簡易書留郵便で郵送する

こと（令和 7年 8月18日付けの消印のあるものまで受け付

ける。）。

ウ　提出書類

受験願書（顔写真及び受付郵便局の日付印のある振替払

込受付証明書（お客さま用）の貼付があるもの）

エ　受験手数料

10,400円

受験手数料の納付方法については、試験案内を参照する

こと。

オ　受験願書及び試験案内の配布及び請求方法

(ア)　郵送配布

ａ　配布期間

令和 7年 7月 7日（月）から同年 8月 8日（金）ま

で

ｂ　配布請求方法

住所、氏名及び郵便番号を記載した返信用封筒（角

形 2 号のもの）に郵便切手180円分を貼付し、次の宛

先に郵送で請求すること（令和 7年 8月 8日までに必

着すること。）。

名称　一般財団法人行政書士試験研究センター試験

課

住所　郵便番号252－0299　日本郵便株式会社相模

原郵便局留

(イ)　窓口配布

ａ　配布期間

令和 7年 7月22日から同年 8月18日まで。ただし、

日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）第 3条に規定する休日を除く。

ｂ　配布場所

(ａ)　東京都千代田区一番町25　全国町村議員会館 3

階　一般財団法人行政書士試験研究センター

(ｂ)　高知市旭町二丁目59－ 1　アサヒプラザ 2階　

高知県行政書士会

(ｃ)　高知市丸ノ内一丁目 2－20　高知県庁本庁舎 1

階　募集要項コーナー

(ｄ)　安芸市矢ノ丸一丁目 4－36　安芸総合庁舎内　

高知県安芸福祉保健所

(ｅ)　香美市土佐山田町山田1128－ 1　高知県中央東

福祉保健所

(ｆ)　高岡郡佐川町甲1243－ 4　高知県中央西福祉保

健所

(ｇ)　須崎市東古市町 6－26　須崎第二総合庁舎内　

高知県須崎福祉保健所

(ｈ)　四万十市中村山手通19　幡多総合庁舎内　高知

県幡多福祉保健所

( 2 )　インターネットによる受験申込み

ア　受付期間

令和 7年 7月22日午前 9時から同年 8月25日（月）午後

5時まで

なお、受付期間の最終日（令和 7年 8月25日）は、午後

5時で受付が終了するため、これを過ぎると、接続中（入

力中）であっても申込みができなくなること。また、受付

期間の最終日（令和 7年 8月25日）は、混雑することが予

想されるため、余裕をもって申し込むこと。

イ　受験申込画面への入力

一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページ

（https://gyosei-shiken.or.jp）から入力方法等手続の

詳細について確認し、必要事項を漏れなく入力すること。

ウ　受験手数料

10,400円

エ　受験手数料の払込方法

(ア)　受験手数料の払込みは、クレジットカード（受験を

申し込む者本人名義のものに限る。）による決済又はコ

ンビニエンスストアでの支払となること。

(イ)　利用することができるクレジットカードは、

ＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒ、ＪＣＢ、アメリカン・エキス

プレス又はＤｉｎｅｒｓとなること。

(ウ)　利用することができるコンビニエンスストアは、セ

ブン－イレブン、ローソン、ローソン・スリーエフ、

ファミリーマート、セイコーマート、ミニストップ、デ

イリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア又はニューヤ

マザキデイリーストアとなること。

(エ)　一旦払い込まれた受験手数料は、原則として返還し

ないこと。

5　特例措置の実施

身体の機能に著しい障害のある者は、障害の状況により必要

な措置を講ずることがあるので、受験申込みの前に必ず 7の問

い合わせ先に相談すること。ただし、申出の時期、障害の内容

等によっては希望に添えない場合がある。

6　合格発表の日時及び方法

( 1 )　合格発表の日時

令和 8年 1月28日（水）午前 9時

( 2 )　合格発表の方法

ア　合格者の受験番号を高知県庁本庁舎 1階の掲示板及び一

般財団法人行政書士試験研究センター事務所の掲示板に掲

示するとともに、高知県公報及び一般財団法人行政書士試

験 研 究 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ

（https://gyosei-shiken.or.jp）に登載する。

イ　合格者の受験番号の掲示後、受験者全員に合否通知書を

郵送する。

7　試験に関する問い合わせ先

東京都千代田区一番町25　全国町村議員会館 3階

一般財団法人行政書士試験研究センター

電話番号03－3263－7700
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